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令和 7年度 第 3回 日野市子ども条例委員会議事録 

 

日 時  令和 8年 1月 14日（水曜）午前 10時 00分～午前 11時 34分 

 

場 所  日野市子ども包括支援センター「みらいく」3階 多目的室 

 

出席者  委 員  沖田委員 小瀨委員 菊池委員 小陳委員 三浦委員 

掛川委員 堤委員 田邉委員 馬場委員 田中委員 

 

     事務局  村田子ども部長 滝瀬子育て課長 丸山子育て課係長 

          加藤子育て課主任 室星子育て課主事 

木暮保育課長 藤井子ども家庭支援センター長 

          鳥井山子ども家庭支援センター主査 

          高原発達・教育支援課長 中平福祉政策課長 

 

欠席者  なし 

 

傍聴者  なし 

 

（開 会） 

 

委員長  

 それでは定刻となりましたので、ただいまより令和 7 年度第 3 回日野市子ども条例委

員会を開催いたします。 

 本日は、次第の 2番目に検証事項として、子ども条例委員会令和 6・7年度答申案とあ

りますが、市長からの諮問事項、日野市子ども条例の周知啓発および子どもの権利侵害に

対する相談救済制度について検証を行います。 

 最初に事務局から出席状況および傍聴の状況について報告をお願いいたします。 

 

事務局  

 皆さんおはようございます、委員の皆様におかれましてはお忙しいところお集まりい

ただきまして誠にありがとうございます。 

 本日の出席状況をご報告させていただきます。出席者は 10名、欠席者おりません。ま

たですね、過半数を超えておりますことをご報告させていただきます。なお、本日の傍聴

の申し出はございません。 
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委員長  

 本日の出席人数について事務局より過半数の出席があるとの報告がありましたので、

日野市子ども条例委員会規則第 2 条第 5 項の成立要件を満たしていることをご報告しま

す。それでは委員会を進めさせていただきます。 

 事務局から配付資料の説明と注意事項をお願いします。 

 

事務局  

 配布資料についてご説明をさせていただきます。 

 机上に置かせていただきましたのが、資料 1子ども条例委員会令和 6・7年度答申案で

ございます。内容につきましては、日野市子ども条例の周知啓発および子どもの権利侵害

に対する相談救済制度についての答申案を順に記載してございます。 

 以上でございます、本日の資料に不足がございましたらお申し出いただければと思い

ます。なお、本委員会につきましては、日野市子ども条例委員会規則第 7条により原則公

開となっており、議事録も委員の皆様にご確認をいただいた上で市のホームページ上で

公開となるため、議事を録音させていただくことを併せてご了承いただければと思いま

す。また、委員の皆様におかれましては、発言をしていただく際には最初にお名前を名乗

っていただきますよう、ご協力をお願いいたします。 

 

委員長  

 ありがとうございました。それでは次第 1 委員長挨拶ということで簡単に挨拶をさせ

ていただきます。 

 年が変わりました。本年もまたよろしくお願いいたします。先ほど述べさせていただき

ましたように今日、検証事項として答申案ですね、これをしっかりと検討するということ

が第一になっていきます。貴重な時間を割いていただいて、お集まりいただいて、わずか

1時間半という中でのことですので、今日は今までの総決算ということ、集大成というこ

とになりますので、是非ですね、ここにご参加の皆様全員からですね、ご意見等いただい

て、しっかりした形での答申案を作成していきたいなと思っております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 では、次第 2検証事項について、事務局から報告をお願いいたします。 

 

事務局  

 それでは次第 2検証事項、子ども条例委員会令和 6・7年度としての答申案について説

明いたします。 

 最初に前回、昨年 10 月 28 日に開催しました第 2 回子ども条例委員会の終了後に委員

さんの方から追加でいただいたご意見が少しございましたので、ご紹介いたします。 

 一つ目、子ども条例があることをどこまで知っているかアンケートをとってみてもい
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いのではないか。二つ目、子どもだけでなく大人の世代への周知を検討してみてはどうか。

三つ目、子どもなんでも相談と子どもオンブズパーソンの相談窓口は、子どもにとっては

どっちがどっちなのかよくわからないのかなとは思った、本当に困っていてわからなく

ても、子どもがその時に目についた相談先に連絡するなら良いかなとも思っています。四

つ目、組織体制の比較表では、兵庫県川西市の体制がいいなと感じました。五つ目、心理

士さんや専門職員さんがやってくれたらいいなと感じました。六つ目、子どもを取り巻く

環境は目まぐるしく変化していますけども、それでも日野市子ども条例、それから子ども

の権利保障および擁護については普遍的である、というような文言を答申案の前文に盛

り込めないかという意見をいただきました。 

 それではここで資料 1の冒頭をご覧ください。今、いただきました意見をご紹介しまし

たけども、こちらを踏まえまして、資料 1答申案前文の上から 9行目でございます。推進

を目指していくことになっています、とございますけども、その後に、子どもを取り巻く

環境・政策・教育等が日々変化していますが、日野市子ども条例の理念や子どもの権利保

障及び擁護は普遍的なものであります、という文言を追加しております。 

 続きまして、市長の諮問 2点、日野市子ども条例の周知啓発および子どもの権利侵害に

対する相談・救済体制について、主な部分になりますが説明をいたします。 

 まず一つ目、日野市子ども条例の周知啓発について、でございます。こちらは前回の委

員会でご確認いただいておりますので、おさらいとなる部分が多いのですけれども、取り

組みの現状に関しましては、例年 7月 1日子ども条例の日を中心に、図書館や小中学校、

児童館などで本を並べたり、ポスターの掲示を行っております。それから子どもの権利が

テーマの講演会を開催したり、それから啓発用にリーフレットやアニメーション動画を

作成しております。 

 これに対しまして委員の皆様から意見をいただきました。一つ目、周知啓発の目的につ

いてでございますけども、条例を知ってもらうこと自体が目的ではなく、子どもの権利が

実際に守られる状態を実現することが目的であるというご指摘がございました。二つ目、

子どもの権利の趣旨としましては、子どもが権利の主体であり、義務を果たさなければ権

利が保障されないというものではないので、誤解を生じないよう理解が進むよう工夫し

ていかなければならない、という指摘がございました。三つ目、啓発活動への子どもの意

見の取り入れや参加についてでございます。リーフレットやパネル展示も大事でござい

ますけども、子どもにとって難しいものにならないよう、また、子ども自身が決めていけ

る取り組みが望ましい、啓発活動自体に子どもの意見を取り入れたり、子どもが参加でき

るような取り組みを考えていくべきという意見がございました。四つ目に周知・啓発の対

象者でございます。子どもの権利でございますけども、大人の側がまず知るべきというこ

とで、子どもから地域の大人まで幅広い年代の方に広く浸透するような年代に応じた工

夫を考えて行く必要があるというご指摘がございました。五つ目、学校における周知啓発

でございます。権利を浸透させるため、やはり学校との連携、学校における周知の工夫や
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協力が不可欠となってまいります。リーフレットやポスター掲示は大事でございますが、

入口に過ぎず一工夫が必要で、子どもが学校で学んだことを家に帰ってまた親に話すよ

うな、気付きや繋がりになるような取り組みが必要である、日野社会福祉協議会のハート

フルプロジェクトも根本は人権がテーマでございますので、子どもオンブズパーソンも

交えたコラボレーションなどが効果的というご意見がございました。六つ目、周知する工

夫でございます。人権と言われますと、取っ付きにくい難しい印象がございますけども、

何かのイベントに絡めてやってみるのはどうかというところで、市民向けの勉強会ある

いは学校の授業にお邪魔する、それから子どもオンブズパーソンの方にお話いただくよ

うな日頃の中での機会を設けるなど、ご意見がございました。また、子どもの持っている

学習用端末へのブックマーク登録などは今の時代には合致しているということで評価を

いただいております。 

 最後に総括としまして、条例の存在を知らせること自体を目的ではなく、子どもの権利

が実際に守られる状態を、社会の中に実現することが目的である、そのために子どもが自

らの権利を知識として理解するためには、具体的な生活場面と結びつけて意識付ける学

びの機会を提供する必要があるということ、また、義務を果たさなければ権利が保障され

ないといった誤解のないよう、わかりやすい啓発、更なる運用上の工夫が不可欠であると

いうことでございます。また、啓発の質自体を高める方法としましては、子ども自身が関

心を持って学びを発展させるよう、年代に応じた仕掛け、当事者である子どもの意見の反

映や、主体的参加を組み込むプロセスが重要、また、子どもに限定せず、大人の方にも権

利の意義を理解してもらうことが条例の浸透の前提となる、特に保護者層には子どもの

権利の大切さ、子どもが育っていく上での地域として支えがありますよ、支えていきます

よ、というようなメッセージ性のある条例の紹介が望まれる。学校との連携は不可欠であ

りまして、配布物や掲示、学習端末のブックマークなどの手段にとどまらず、日常から、

教育活動の中で、子どもが体感できるような、家族での対応にも波及するような仕組みを

考えていくということが大事であるというご指摘がございました。 

 総じて、子どもと大人の双方に働きかけ、学校・地域・行政が連携し、子どもの主体的

参加と体験を伴う多様な機会を継続的に提供することが肝要であるという総括でござい

ます。 
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 続きまして、子どもの権利侵害に対する相談・救済体制についてに移ります。こちら、

まず子どもなんでも相談の現状と取り組みでございます。令和 6年 5月 27日にみらいく

の開設と同時にスタートをしまして、1 年後の令和 7 年 5 月 27 日までの 1 年間で延べ相

談件数は 1,042件で、相談方法は電話・メール・二次元コードと様々ございますが、お子

さんの持ってらっしゃる学習端末からも可能であるということでございます。令和 7 年

度に入ってからは体制を強化しまして、正職員 2 名はこれまで他課でケースワーカーを

経験してきていると、そういう社会福祉士や精神保健士の資格を持っています。会計年度

任用職員も公認心理士などを持ってらっしゃる 3 名となっております。令和 7 年 9 月ま

での半年間の相談人数は 117名となっております。 

 一方、子どものオンブズパーソンの現状と取り組みです。こちらは子どもが不当な扱い

を受けたときに安心して相談できる体制を目指すということで、大学教員の先生と弁護

士の先生による 2 名体制で令和 6 年度の相談件数は、去年 3 月末時点で 7 件でございま

した。四半期に一度、子どもなんでも相談との意見交換の機会があるということでござい

ます。令和 7年度の取り組みとしましては、小中学校の全児童にリーフレットを配布する

予定、11 月 2 日に開催しました市主催の手をつなごう・子どもまつりでは、ブースを設

けまして、先ほどの大学教授の先生と弁護士の先生のお二人にご参加いただきまして、周

知啓発活動をしていただきました。また、11月 27日の児童館学童職員研修、こちらでは

弁護士の先生が子どもの権利擁護につきまして、講義を行っております。 

 こちらに対しまして委員の皆様からの意見でございます。一つ目、制度の認知方法につ

いてです。参加型のイベントが、特に効果があるいうことでございました。二つ目、子ど

もにとって最良のアクセス方法、相談方法とはということでございますけども、子どもな

んでも相談と、子どもオンブズパーソンはパンフレットに併記されております。これに対

しまして、委員の皆様からは、子どもが迷わないように窓口は機能の違い、目的の違いを

明確に分けて整理をして書くことが効果的である、あるいは一本化すべきではないかと

いうご意見がございました。また、子どもオンブズパーソンで最後には意見を全て受ける

という提案もございましたが、こちらは子どもオンブズパーソン自体の人員の必要性や

財政的措置など引き続きこの委員会で議論および検証を継続してきたという意見がござ

いました。三つ目についても、学校との連携が大事ということで、意見ございましたけど

も、やはり学校内だけでは解決できない権利侵害等の相談がございますのでこの場合は

オンブズパーソンがございますよ、ということを日頃からスクールカウンセラーなどに

情報共有をしておくという連携が必要であるという意見がございました。四つ目、子ども

オンブズパーソンに対しての意見でございます。各市の例を見ますといろんな体制がご

ざいますけども、委員の皆様の意見としましては、独立性を担保して、孤立はしないとい

うことで、最終的に子どもオンブズパーソンが受けるという、子どもオンブズパーソンを

中心とした体制にしていくことが望まれるという意見がございました。五つ目、他部連携

です。前回の子ども条例委員会でお子さんの持っている学習端末から子どもなんでも相
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談のページに飛べるようにしたという施策の発表がございました。こちらは委員の方か

ら、子ども部・教育部・健康福祉部の３つの部署が連携することができたということで評

価をいただいておりますが、今後の更なる連携拡大に期待するとの意見もいただいてお

ります。六つ目、他市の子どもオンブズパーソンの体制についてです。兵庫県川西市は市

長部局・教育委員会から独立性が高いところが評価されております。しかも、子どもオン

ブズパーソンとしましたは、心理面のケアと環境面の整備、両方受けられるということで、

これはいいんじゃないかというご意見がございました。また続いて、札幌市も SDGsを踏

まえた権利教育との統合が進んでいて、教育委員会との連携を行っていて、それを制度と

して担保としているところが特徴的で、これもいいんじゃないかという意見をいただき

ました。 

 これらを踏まえましての総括になりますが、やはりこの制度を今後広く知ってもらう

ためには、まず、参加型イベントの開催などが効果的であるということでございます。そ

して今のところリーフレットには、子どもなんでも相談とオンブズパーソンが並列して

書いてございますけれども、特に急ぎの相談の場合には、お子さんが迷ってしまうので、

それぞれ機能を整理しまして、分かりやすく整理して案内することが大切だということ

です。子どもオンブズパーソンの独立をきちんと保持した上で、学校から、あるいは子ど

もなんでも相談からの内容も最終的には全て受ける体制にしていくのが必要ではないか、

場合によっては財政措置も含めてしっかり検討していくべきだということでございます。

そして、子どもオンブズパーソン自体の体制でございますが、こちらは現在 2名の方で月

に相談日は 4回ございます。こちらの人員を増やす、あるいは回数を増やすのであれば、

財政面からも、しっかり今後検討していく必要があるということでございます。そして学

校との連携ですね。先生やスクールカウンセラーがいらっしゃいますけども、そこで解決

できないレベルの問題がありましたらば、日頃から情報交換を頻繁にしながら、子どもオ

ンブズパーソンに繋げていける体制が重要ではないか、ということでございます。一方、

先ほどのお子さんの端末から、子どもなんでも相談の方にアクセスできるようになった

というのは、委員の皆様から垣根を越えて、できたことであるということで、評価をいた

だいており、今後の連携を期待するということでございますね。最後に他市の例でござい

ますけども、先ほど申し上げた、兵庫県川西市それから札幌市、特に名前が挙がりました

けども、それぞれ全国の市で良いところ悪いところがございます、こちらも今後継続して

議論検討を継続していくべきであるということで、総括をさせていただきました。 

 以上、委員の皆様から多様なご意見いただきまして今後、様々な角度からまた議論検討

を継続していくという意見をいただきまして、まとめましたのが、こちらの答申案となっ

てございます、以上でございます。 
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委員長  

 ありがとうございました。これより検討に入りたいと思います。 

 ただいま事務局より丁寧な説明がありました。この答申案ですね、これまで審議し、議

論してきたことを整理してまとめていただいているというとこがあるかと思います。答

申書の方はこれから公開もされる、表に出るというところもあります。そういう中でです

ね、これからこの内容を含めて、文言もですね、見ていただきながら、ご意見あるいはご

質問を賜りたいと思います。 

 主に今までいろいろと議論をされていた中では、子どものためというのもありますけ

ども、まず大人が示さなきゃという、大人が理解できなければということで、中に子ども

側、大人側というような言葉も出てきて、そのことについても書かれています。もう一つ

は議論されてきたのを振り返ると、学校に行ってない、あるいは行けていない子どもたち

にどう周知していくのかっていうのもありました。そんなことを踏まえて、そしてよく議

論の中で出てきたのは話し合ったことがこの場で止まるんではなくて、本当に周知され

ることが、実行されることが大事だということも必ず議論の中には出てきたと思います。

従ってこの答申内容がですね、話し合ったことであり、なおかつそれが実行されるような

内容になっているか、あるいはされていけるかどうかっていうこともちょっと視野に置

きながら、皆さんからご意見ご質問を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

委員  

 前回もオンブズマンの件で意見させてもらいました。並列するのは絶対やめた方がい

いということと、独立性に関することは今のご説明の中にもあったと思います。改めて今

スマートフォンで日野市の子どもオプスパーソンのチラシを見たのですが、子どもなん

でも相談と子どもオンブズパーソンの内容がどう違うのかわからない、全く一緒になっ

てしまっていると思う。秘密を守りますと書いてありますが、そもそも子どもオンブズパ

ーソンの機能をご理解されてないのではないかと思う。 

 例えば子ども家庭支援センターや、中学校、小学校、スクールカウンセラーなどのいろ

いろな相談窓口があると思います。そこで相談がしづらい、立場的にできない、そういっ

て自分の権利だけが侵害されているという状態のときに一緒に戦ってくれる弁護士の方

であるとか、有識者の方の窓口だと思います。ところが、何か困ったことあったら相談し

てね、秘密を守るよ、とだけ書いてある。これで子どもなんでも相談と並列するパンフレ

ットになっていると、よくわからないから子どもなんでも相談でいいや、となってしまっ

て電話すると思います。 

 学校のスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、子ども家庭支援センタ

ーの子どもなんでも相談などは全て並列にして、それでも相手にしてもらえなかったと

か、学校の問題を学校の先生が相手にしてくれなかったとか、そういうときには是正させ
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る、それであなたに不利益が起こることはないよ、という弁護士のような、裁判所のよう

なものだよということを伝えなければ、そもそもどっちに電話するのかというのは判断

ができないと思う。 

 また、一つにまとめましょうという意見は述べてないですし、他の方の意見かもしれま

せんが私は反対です。そもそも機能の違いを市役所が理解していないとは思わないが、こ

こまでになってくるとあえて伏せておきたいのかなとも感じる、それでは権利擁護とは

正反対だと思う。せっかく市長に答申するのであれば、独立したものであって、子ども家

庭支援センターの方針が子どもにとっては納得いかなかったというとき、なかなか子ど

も家庭支援センターの相談員には言えないと思うので、そういったときにオンブズパー

ソンの弁護士の方や、大学の教授の方からそういうことがあったとしても一緒に戦いま

すよと、学校や教育委員会は元々独立したものであるとは思いますが、そこに慮ってしま

っているのではないかと思う。学校の学習用端末から、子どもなんでも相談と子どもオン

ブズパーソンの両方に連絡できるようになっていと思うが、そこのところも同じ説明に

なってしまっていると思うので、それだとどっちをクリックしたらいいのだろうとなっ

てしまう。できれば相談できる窓口が全て記載されているのに加えて、完全に独立した形

で、どこに相談しても駄目だったら、権利を守る最後の砦として、連絡してくれれば必ず

助けます、あなたの身に危険が及ぶことはないです、という力強いメッセージを子どもオ

ンブズパーソンに込めていかないと、来年は相談件数がゼロになってしまうと思う。 

 

委員長  

 ありがとうございました。先にいくつかご質問ご意見を伺いたいと思います。 

 

委員  

 私はこの文言を見て一本化すべきであるっていうのが、子どもなんでも相談とオンブ

ズパーソン両方を一本化するっていう意味合いではなく、子どもオンブズパーソン一つ

にするという意味で捉えてしまっていたので、ここの辺の説明をしていただけたらなと

思います。 

 

委員長  

 今のお二人の委員からの話で、そもそも一本化というところがどのあたりを意味して

いるのかということですね。それを踏まえて、お二人の委員からのご質問ご意見を含めて、

事務局の方から答えられる限りのところでお答えいただければと思います。 

 

事務局  

 一本化につきましてご意見がございましたので、総括に掲載したのですけども、もちろ

ん子どもなんでも相談と、子どもオンブズパーソンはそもそも役割が違って、時期も違っ
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てできているものでございますので、単純にどちらを無くすとかそういったことでは無

くて、どのようにして提示していくのか、一つにしていくのか、今後それぞれの担当課も

ございますから、この委員会も含めまして検討していく課題だというように考えており

ます。 

 

委員  

 子どもなんでも相談と子どもオンブズパーソンの機能が無くなるという訳では無く、

子ども条例委員会のリーフレットに記載する際に適切なのが、簡単に見られるよう、子ど

もオンブズパーソンを一本化で入れるのがいいということで書いてくださったのかなと

思うのですが、それで合っていますでしょうか。 

 

委員長  

 いかがでしょうか。 

 

事務局  

 一本化という内容について改めて委員からお話がありました。確かにこれだけだと、制

度自体を一本化するのかとか、今おっしゃったようにパンフレットを一本化してもう少

しわかりやすくした方がいいんじゃないかとか、敷居を下げるということも含めてです

ね、そういったお話が今ございましたので、もう少しですね表現をわかりやすく、肉付け

した上で答申とさせていただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。 

 

委員長  

 今の委員からの質問の一本化ということについては、意味としてはそのような意味で

事務局は捉えていると、ただその表記についてはまた整理して書き込むという話です。 

 もう一つのお話なのですけども、それぞれいろんな機能があって、子どもオンブズパー

ソンと、子どもなんでも相談のところでどうするかという話で、その辺りについては過去

にも議論してきたことがあります。この辺りについて、オンブズパーソンの役割や他市で

の事例について詳しい委員さんがおりますので、機能や役割についてはこの書き方でい

いのかということについて専門的にお聞きしながら議論できたらと思うのですが、教え

ていただけますでしょうか。 

 

委員  

 今までのご質疑の内容を伺っていて、やっぱり皆様の中でも混乱がきっとあるんじゃ

ないかというふうに思いますし、私の中でも十分整理されているのかというとそうでも

ないかもしれないと思っておりまして、実は前回私がやがて一本化を考えた方がいいの

ではないかというふうに申し上げたのは、広報の部分だけなのではなくて、前回も申し上



10 

 

げたんですけど、子どもがこれを自分の権利に関することなのだということで、判断をし

てどっちに相談をするということを自分で判断するというのはなかなか難しかったりす

ると思うんですよね。そうすると、子どもが何らか悩み事を持っていてその悩み事につい

て相談したいと思ったときには、やはり独立性のある相談救済機関の方に相談をして、そ

の結果例えば関係調整とかで解決をつけていけるものだよねということであれば関係調

整というような形で、国立市の場合はなんでも相談とかは無いので、それはオンブズパー

ソンの調整作業でやるという形になりますし、多くの子ども事件の場合は調整という形

で解決がついていくことは多いです。それもオンブズパーソンの重要な機能だと思って

いるのですけれど、そういう調整でもなかなかうまくいかないとか、そもそも調整がされ

ないようなぐらい、権利侵害がとてもひどい状態になってしまっているという場合であ

れば、調査の上で勧告を出したり、意見表明をして、改善しなさいというようなことを割

と強く申し上げるというようなこと、あるいは制度そのものに何か子どもの権利侵害に

なるようなことがあるというときに、制度そのものについて改善の必要がありますねと

いうことで、市なり関係のところに意見を申し上げるというような役割がオンブズパー

ソンあるいはオンブズマンなのです。 

 日野市の場合にちょっと大きな課題と思っているのが、オンブズパーソンが選任され

ているけれどもオンブズパーソンのある意味手足となって動く相談員さんが付けられて

いないと思います。そうするとその調整作業だとかあるいは調査の部分でもすごくやり

にくいっていう状況もありますし、子どもの悩みを丁寧に聞いて、それは調整の方向で行

こうかとか、あるいは調査の方向で行こうか、というようなことをやるにもちょっと支障

も出てしまっているような状況なんじゃないかなと思います。 

 逆に子どもなんでも相談の方は相談員さんがいらっしゃるので、そちらが事実上、これ

はオンブズパーソンに適した案件だ、これはそれじゃない形での解決ができる、というふ

うに振り分けをしてらっしゃるんだと思うんですけど、本来はその振り分けっていうの

はどちらかというとオンブズパーソン、独立性がある方のところがやって、ここはうちが

扱う、ここはそうではない、調整でもできる、というふうにやった方が子どもの権利保障

という意味ではいいんではないかなというふうに思っています。 

 ただ日野市のように、子どもなんでも相談というのがもう立ち上がっていて、子どもに

関わることなんでもここに相談していただければ解決に繋がるように頑張りますよとい

うふうに PR してらっしゃると思うので、せっかく PR されてきた事柄について、全くの

ゼロベースでやり変えましょうっていうのはちょっと現実的ではないと思うんです。な

ので、その関係性を整理して、子どもにも保護者などの周りにいる大人にも、どういう形

でお伝えしていくと、より子どもの権利に資するような相談、救済体制が整うかっていう

ことをちょっと整理しないといけないんじゃないですかね、というところが今のところ

の意見です。 
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委員長  

 ありがとうございました。なかなか難しいところで今のお話でも、例えば相談員を確保

すべきだということになった場合には、やっぱり市としてそれはできるかどうかという

ことがあるでしょうけど、それが整っていけば一つですし、先ほど別の委員のおっしゃっ

ていた、いろんな子どもが相談する窓口がいろいろあって、相談する人がいてその中の一

つとして、子どもオンブズパーソンと子どもなんでも相談があれば、オンブズの方が最後

の砦的になるっていうことも大事じゃないかと、それをアピールできたらというのもあ

りますし、この辺り大事なところなんでもう少しご意見を賜りたいんですけども、一方で

は市長への答申というところでこんな話し合いをしたというところで、個人的意見では

ありますが、併記もしながら、今後というのは先延ばしという意味ではなくて、これから

議論の対象になっていくっていうところで、こういう役割もこういうことも担うってい

うふうにしていくのもあるかなと思います。ただ、これは個人的意見ですので、まだ皆さ

んのご意見をお聞きしながら、どういう内容で示していった方がいいかをずっと議論し

てきたものを今回市長に渡すのはどうしたらいいかというのを、ご意見いただきたいと

思います。他に何かございますでしょうか。 

 

委員  

 一つ質問ですが、令和 6 年 6 月に子ども条例推進講演会ということで子どもオンブズ

パーソンの鳥生先生をこちらにお招きしてお話を伺ったときにいただいた資料なのです

けれども、子どもなんでも相談というチラシですね、こちらはまだ配布しているものでし

ょうか。 

 

事務局  

 リニューアルはしていますけれども、内容の趣旨はほとんど同じです。 

 

委員  

 ありがとうございます。子どもなんでも相談で独立してあるということでよろしいで

すね。そうしますと、このチラシの中にも子どもなんでも相談というところが、実際に子

ども自身の相談事だけでなく、妊産婦さんも含めてというところで、結構幅広いところで

子どもなんでも相談という形になっているのですけれども、オンブズパーソンのお仕事

の中に妊産婦の対応というのは入っていますでしょうか。 

 

委員  

 含まれておりません。 

 

委員  
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 ありがとうございます。子どもなんでも相談がある中で、並行して窓口をどうするかと

いうお話はなかなか難しい問題ではあるかと思うんですけれども、実際ここまで、子ども

なんでも相談というところを押し出してきている状態の中で、これを一回ゼロに戻すと

いうところはなかなか難しいものがあるかなとは思います。ただ私としても、先ほど委員

がおっしゃっていたように、子どもたち自身、特に大人ではなく、本当に子どもが自分の

権利侵害について相談するときに迷って欲しくないという思いは本当に強いものがあり

ますけれども、かといってでは、この窓口をどうするのかという問題は難しいと思いつつ、

妊産婦さんから子育て中の保護者、子どももそうですけど、子どもに関わっている方々が

幅広く相談できる窓口としての子どもなんでも相談っていうのは非常に有意義なもので

あると思っています。その中で、ここには子どもなんでも相談は子どもオンブズパーソン

の窓口の一つです、というふうに書かれているんですけれども、子どもオンブズパーソン

を独立して担保するということももちろん大事ですが、こういう制度があるっていうと

ころを周知しているということについては、評価してもいいところかなとそのように思

っています。 

 

委員  

 今回この議論はこの答申の内容でよろしいかという議論になってくるかと思うのです

が、その観点で申し上げますと、今これだけ子どもなんでも相談と子どもオンブズパーソ

ンのあり方について、まだ委員の中でも意見がわかれているという状態であれば、救済体

制の方の総括についての書き方なんですけれども、2番目の段落ですね、子どもオンブズ

パーソンはきちんと独立性を保持した上で学校からの相談や、子どもなんでも相談から

の内容も最終的には全て受けるような体制にしていくのが理想であるって、ちょっとこ

こ言い切ってしまっているのですが、まだ委員の中ではそこまで意見をまとまっていな

かったと思うので、ここはちょっと言い方を工夫していただいた方がよろしいのかなと

思いました。 

 別件で、この総括の書き方についても一つ意見がございまして、大きな 1番については

総括の書き方がそれぞれ意見の委員を吸い取った上で、最後に総じてということで、まと

めの一言が書いてあるのですけれども、大きな 2 番につきましては委員の意見の要点を

ピックアップしただけで、総括に成っていないのじゃないかと感じたところでございま

す。まず、ピックアップした上で最終的にどういうことが言いたいのかという総じての部

分、総論の部分を最後にぜひ添えていただければと思いますので、ご検討のほどよろしく

お願いいたします。 

 

委員長  

 いかがでしょうか今のことを含めて、この委員会が最後になりますので、もちろん今後

継続なんていうこともあるかと思うのですけども、多分この後、事務局の方で整理してい
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くことになるので、なるべく一つ一つ結論を出しながら進めていかないと事務局の方で

もまとめるのに困るとこあると思いますので、今例えば、委員からお話があったような形

で、まだこういう議論があるというか、こういう考えがあるということを併記して入れる

ということもできますし、もちろん、もう少しまとめておきたいっていうのであればまた

ご意見いただきたいんですけどもそういうような書き方すると、あるいは総括であるか

ら、最後にその総括的な部分をこの二つ目の方は入れて欲しいというようなこと、この辺

りはいかがでしょうか。 

 

委員  

 総括について二つ目の子どもの権利侵害に対する相談救済体制についての総括の部分

ですけれども、内容の方にも若干触れられてはいたんですが、救済制度を広く知ってもら

うために参加型イベントを開催するのが効果的というようなお話がここに乗っているの

ですが、参加型イベントについては実際効果的だった事例があったのかっていうところ

がここには書かれていないっていうことと、この委員会の中でもちょっと私の記憶の中

ではあんまりその参加型イベントがというところが無かったような気がするので、実際

に参加型イベントがあったことはもちろん存じ上げておりますが、そこについてもう少

し以前のところに書かれた方がいいのかなというような印象を持っておりますが、いか

がでしょうか。 

 

委員  

 総括の部分に書くのか、その前で事例として書くのか、あるいはまずはこの参加型イベ

ントというのがどういうものがあって、どれぐらいの効果を上げているかというところ

をちょっと事務局にお聞きして、あるならばそのことを具体的に書かれた方がいいので

はないかというあたりですかね、どのような効果があったのかという、効果面についてち

ょっとお伝えいただけたらと思います。 

 

事務局  

 ご意見ありがとうございます。委員の皆様のご意見をお伺いしまして、総括というより

は委員の意見という 1 番から 6 番の中に入れられれば入れさせていただいて、もしくは

入れられないのであれば、また別途、作るなりといった形で記載をさせていただいた方が

よろしいのかなというふうに思いました。表現の仕方であったりとはあるかとは思うん

ですけれども、そのような形で対応させていただければなというふうには思います。 

 

委員  

 6ページ目の令和 7年度の取り組みというところで、私もちょっと顔を出させていただ

いていただきましたが、手をつなごう・こどもまつりでブースを設けたというところはあ
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るので、そういったところをもう少し膨らませていただいた方がいいのかなと思います。

実際、私も参加型イベントを開催するのは、委員長も冒頭でおっしゃっていましたけれど

も、学校に行けていない子どもが参加するのは、やはり地域でのイベントというのは非常

に効果的かなというふうに思っていたところなので、日野市の中の話ですけれども、ちょ

っとあの地域が独立してしまって、まとめてというところがなかなか難しい。市内の交通

網の整備ですとか、そういったところの問題にもなってくるのかなとは思うんですけれ

ども、あちこちで開催できたらいいのになっていうところは思っていたところではある

ので、決してこの部分が悪いというわけではないので、総括ではなく取り組みの部分でそ

ういったところを取り上げるのは非常に良いと思っています。 

 

委員長  

 他にございますでしょうか。 

 それではですね冒頭申しましたとおり、答申については丸々この時間を使っての検討

ということになるんですけども、この答申については、もう全員が関わってきたというと

ころで、先ほどの事務局の方の説明や、お読みになったところでのご意見ご感想含めてで

すね、そこからまた新たな面が生まれてくるかとも思いますので、申し訳ないですけども

マイクを回していただいて、ご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

委員  

 まず事務局の皆様にはこのまとめはかなり大変な作業ですので、ここまでおまとめく

ださいましたことについて感謝申し上げたいと思います。 

 まず形式面のところでここの表現のところはいかがでしょうかというところを申し上

げます、2ページの 1の啓発のところです。令和 6年度からの取り組みの括弧 3の学習用

端末にというところで、まさにこれは注目すべき取り組みだと思うんですけど、公立小・

中学校の、という前置きをおいた方がより正確ではないでしょうかと思いました。それか

らその下の委員会の意見の①の中の 2 段落目、子どもの権利の侵害についてはそれが権

利障害であるとわかるためには、と書いてありますがおそらく権利侵害の間違いではな

いかと思いますのでご訂正いただければと思います。形式ずれとかそういうものはまた

最後に調整くださると思います。1の啓発活動のところについては、今まだ啓発活動が十

分ではないという認識は共通しているのではないかと思うんですが、3ページの⑤ですね、

1段落目の真ん中辺り、それだけでは周知啓発には至らない、というような書き方をして

くださっているのですが、周知啓発というのは続けていくというか継続体なので十分な

周知啓発には至らないという意味合いかと思います。これも周知啓発の一つであること

は間違いがありませんので、そういう形でちょっとご修正いただければと良いのではな

いかなというふうに思いました。啓発の部分についてはあと、大人に対しての啓発が重要

だというふうにいうところで、そこには確かに異論はないんですが、少し書きぶりが大人
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にやればいいように読めてしまうかのような書きぶりに見えてしまいましたので、表現

を少し、ご検討いただければなというふうに思います。 

 2の権利侵害に対する相談救済体制については今までご審議いただいたとおりで、なか

なかちょっと位置付けのところが皆さん難しい部分とかもありますが、しかしそれがま

さに今の日野市の子どもの相談救済体制についての現状を表しているというふうにも思

えるんですね。ですので、総括でもし入れていただくと、やはりあの役割の認識の混乱で

あるとか、あるいはその相談体制の整備というところがまだ発展途上だとこういうとこ

ろを入れていただき、子どもへの権利救済に役立つというのはどういう制度かというの

を引き続き検討すべきだという内容がおそらく総括になるのかなというふうに思ってお

ります。 

 

委員  

 先ほど総括の書き方について意見をさせていただきましたが、一点これはまだ細かい

こだわりといいますか、もし可能であればということで、周知啓発の総括の部分ですね、

4ページですけれども、啓発の対象を子どもに限定せず、まず保護者等の大人が、とあり

ますが等の中に含まれているとは思うんですが、保護者や地域の大人が、と地域という部

分もぜひ強調していただけると、保護者だけでの問題ではないよということで、その前の

意見の部分には地域という言葉も出ておりますので、等ではなくて保護者や地域の大人

にしていただけると、より広く伝わるんじゃないかなと感じたところです。 

 

委員  

 なかなか難しいなというふうに思っているんですけど、日野市子ども条例が制定され

たのが平成 20年で、今はもう令和 7年、令和 8年ですよね。18年経ってもまだ周知啓発

できていないっていうところに難しさを感じるのかな、とずっと思っていました。学校は

おそらくずっと同じようなことをやっていると思います。ですので、学校との連携が、と

いうのはもちろん大事だと思っていますし、我々ももっともっと子どもたちが生活して

いく上で、よりよく生きていけるようにするためにこういうことがあるんだよ、というの

は伝えないといけないなと思っているんですが、先ほども話したように学校としては、人

権という話はね、先生の話であったり、道徳の授業であったり、いろいろ事件や事故が起

きたときに随時話をしているんですよね。なので、なかなかそれでもまだ周知啓発をとい

うふうに言われているってことは、もっと他の手も打たないといけないのかな、というふ

うに感じているところです。 

 先ほど総括のところで、総じて、というところがあるんですが、やはり子どもだけでは

なく、もっともっと大人の方の保護者や地域の方にどういうふうに働きかけていくかっ

ていうところを考えないといけないのかなと、いうのが一つと、その総じてのところに学

校・地域・行政っていう順番で書いているんですけど、これは私の勝手なこだわりですが、
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学校が一番なのかな、行政が一番なんじゃないのかな、というふうに思っていて、学校も

行政ですけど、だから、縦割りで考えていくわけではないんですけども、やっぱり連携し

ていくというのは、具体的には何をやっていくことなのかなと、その総論の総じての 2行

前に、学校での講話とあるんですけど、具体的に何をやるのかなと、その時間を取るため

に学校がどのような手立てをとらなきゃいけないのかな、学校もやることはすごくたく

さんあるんで、もちろんいいことは沢山やった方がいいなと思っているんですが、答申と

いう形で応えていくときに、その周知啓発の仕方で学校がやれること、それから保護者や

大人へどういうように働きかけていくか、そうしないと多分同じ議論がずっと繰り返さ

れるのかなというふうに感じていたところです。 

 オンブズパーソンの使い方もお話が沢山ありましたけども、学校の先生やスクールカ

ウンセラーに話しづらいことに対して、学校がどうやって関わっていくかとなるとそれ

も難しいよなというふうに思っていました。それから、スクールカウンセラーに伝えても

らうっていうような話がありました、私はこの会議に出ているのでこういうことがわか

っていますけども、教育部の方からこういう話を具体的に聞いたこともありませんし、ど

ういうふうにカウンセラーと関わっていくか、カウンセラーが子どもの権利条約という

ところになったときにはオンブズパーソンに相談するんだよっていうのを、どういうふ

うに持っていくかという具体的なところがちょっと見えなかったなというふうな感じは

しました。 

 ずっとここまで話し合ってきたことはすごく有意義で良かったなというふうに思って

いるんですが、せっかくこの市長への諮問から答申を出すっていうところで、啓発だった

り相談体制だったりというところは、できれば具体案が出せるといいのかなというふう

な感じはしました。 

 

委員  

 事務局の皆さん本当にあの答申書をまとめていただきありがとうございました。 

 今の学校のことについてはお話しいただけましたので、私からは答申書の方に絞って

話をさせていただきますと、先ほどお話があった子どもなんでも相談と子どもオンブズ

パーソンの並列とか、あと一本化という部分については、最初に発言した委員さんがまと

めてくださったとおりかなというふうに思います。ただ、やはり子どもなんでも相談とい

うネーミングと、幅の広さから、子ども達が相談しやすい状況が作れたということは事実

であり成果だと思います。ただ、やっぱり問題として残るのは先ほど委員がおっしゃられ

たとおり、最終的にまだ発展途上であるというようなことですよね。これからもまだまだ

検討が必要だっていうようなまとめというか、そういったところになるのかなっていう

ふうには、ここでのまとめはそういう形になるのかなというふうに思ってます。 

 それからあとこれは細かいことなんですけど、やっぱりちょっと学校の人間としては

やはり気になる点というのは、表記の細かい点なんですけども、保護者という言い方と、
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親という言い方が、どのような区別で書かれているのかなっていうようなところがちょ

っと気になりました。保護者と書いてあったり、親と書いてあったりするんですけど、例

えば 3ページの④の中段のところの親となっている方や親となられた方、というのは、こ

れは生物学的な親を表しているのかなとか。3ページの⑤の親の気づきに繋がることもあ

る、というところは、なぜ保護者じゃなくて親なんだろうかなとか、やっぱりいろんな

様々なご家庭がいま学校の中でありますので、保護者という言い方が基本になるのかな

というふうに思うところと、ただ、3ページの④番の親となっている方や親となられた方

というのは、これは生物学的な意味なのかなとか、ちょっとその親と保護者の使い分けを

事務局の方でどうされてるのかというのはちょっと学校の立場としては少し気になりま

す。これを公開することを考えたら、ちょっと気になるなというふうに思いました。そこ

はちょっと気になるところです。あとちょっといくつか脱字みたいなところがあったり

するのは、後ほど事務局の方に個別にちょっとお話をさせてもらえばなというふうに思

っております。 

 

委員  

 日野市子ども条例が制定されたのが平成 20年からだということでした。私は青少年委

員をやっておりまして、その兼ね合いで先日二十歳の集いに来賓として呼ばれて行って

まいりました。そのときに二十歳の子たちが決意表明をしたり、二十歳の誓いということ

で、決意を述べている機会があったんですけれども、午後の部の浅川より南側の地域の方

の会しか出なかったんですが、そのときに誓いの言葉を述べられた、壇上に立たれた子ど

も達は、この日野市内で子ども時代を子どもらしく過ごせたんだろうなということが想

像できる、そういう決意でした。自分たちの子ども時代、日野で過ごした小学校、中学校

時代はとても楽しいものであったし、子どもらしくいられたんだろうなっていうことが

すごく想像できるような言葉を述べて、これからはそこで培った力を地域にまた還元し

ていきたい、これからも未来に向けて頑張っていきたいという形で誓いを述べていまし

た。今までいろいろと子ども条例委員会に関わらせてもらって、あまりそういう形で日野

市子ども条例を意識してこなかったんですけれども、きっと日野にいる子たちは、この条

例ができたときに子どもだった子たちは、すごく子どもらしい時代を過ごせるような地

域環境で育ってきたんだろうなとすごく思いました。なので、周知啓発をまだこの段階で

という言葉もありましたが、だいぶ地域、学校、周りの大人たち、あとは育っている子ど

も達にも種はまかれているんじゃないかなと思いました。それがすごく二十歳の集いに

出て感じたことです。なので、これからまた周知啓発だったり、救済制度や相談体制に関

してどうしていくのがいいのかなと考えたときに、ここの相談や救済の対象にならない

子たちは多分ずっとすくすくと育っていくんだろうなというところは思うんですが、そ

の本当にごくごく稀に権利侵害があったり、相談しなきゃいけなくなった子達にどのよ

うに周りがアプローチしていくか、相談、周りの大人が気づいたときにその子どもたちの
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ことを相談できるような包括の相談だったりというところにシフトをしていくのかなと

少し感じました。 

 

委員  

 事務局の方にはこのようにまとめていただく作業は大変だったと思いますが、今まで

出てきた意見を本当によくまとめてくださったこと感謝申し上げます、ありがとうござ

いました。私はこちらの子ども条例委員になる前に子ども・子育て支援会議の方の市民委

員として参加させていただいていて、そこから子ども条例についてのお話が出てきて、ま

た子ども条例委員会が発足されていて、ここまでずっと関わってきてくれたこと本当に

幸せに思っていますありがとうございました。子ども条例の委員会が発足されるってい

うところで参加ができたことは本当に嬉しく思っておりましたが、そこからまた子ども

の権利侵害について、そちらの相談窓口、相談の内容、いろいろなところまで話が発生し

てこんなに膨大な話だったのだなというところは驚いております。 

 子ども条例の周知啓発につきましては、どなたも同じ思いでおられて、子ども条例がこ

の日野市の中に、子どもたちの中に浸透していくっていうところ、本当に皆さん同じ思い

でこの委員会に参加されてきたなというふうに思っておりますが、反面権利侵害に対し

ての相談や救済の体制については、いろいろなお立場からいろいろなご意見が出てきて、

まだまだこれから整えていかなければ行けないところであると思っています。ですが、こ

の委員会が発足される前も、この委員会が発足された後も、この委員会に集っておられる

方が、日野市の子どものために、日野市の子育てのために、いろいろなご意見を持って、

良くしていこうという思いがあれば今後も日野市の子育て環境というのは良くなってい

くというふうに確信しておりますので、ぜひこれだけにとどまらず、今後もこの権利侵害

の体制や相談救済体制について話し合いが重ねられていけばいいなというふうに思って

ております。 

 

委員  

 事務局の皆さんにはこの大変な資料をまとめていただき、本当にありがとうございま

すという感謝の気持ちあります。皆さんからいろいろ出た中で、被るところがあるんです

けども、大人の側がまず知るべきと考えるっていうのが、ちょっと強い表現なのかなとい

うふうに思いました。大人の側もまず知るべきと考えるぐらいがいいのかなと思いまし

た。ですが、大人がまず知った方がいいなっていうのが自分の実体験としてありまして、

私事なんですけども、鳥生先生の講演とかプログラムを受けたことがありまして、人権に

ついて考えるというのを、子どもが 5 歳か 4 歳かそのぐらいのときに受けたんです。そ

こから、やっぱり子どもと私も権利がある、あなたも権利がある、というふうに接したこ

とで、この間、私の誕生日だったんですけども、夫がどこか食べに行こうかと言って、こ

こがいいんじゃないかと決められたんですね。そしたら息子はパパが決めるんじゃなく
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てママが好きなところがいいんだよというふうに言ってくれたんですよ。それは日々の

接し方でなっていくものなんじゃないかなと思うので、やっぱり大人が子どもに接する

ことで、その人権というかそういうものが伝わっていくのではないかなと思っています。 

 それとですね、ハートフルプロジェクトと子どもオンブズパーソンを交えたコラボレ

ーションが効果的ということで、委員会の中では最初にハートフルプロジェクトを押し

てお話してましたが、子どもオンブズパーソンさんがすごく活動してくださってるとい

うのを知らなかったもので、学校に行って講演してくださったりとか、地域の子ども祭り

に行ってくださったりとかということを考えると、やっぱり相談窓口は今ちょっとお金

が足りないみたいな感じだと思うんですけども、その活動も含めて、やっぱりそっちに予

算をつけて広めていく方もだし、その救済体制の方もだし、子どもオンブズパーソンにち

ょっと比重をもうちょっと置いていただけるといいのかなというふうに思いました。な

ので総括のところですが、今の段階ではちょっとまだ検討中という感じかもしれないん

ですけども、子どもオンブズパーソンの方に一本化していく、最終的にはそういうふうに

していくという、これが 18年経ったということなんで、20年 50年とか 10年後とかその

未来を考えて、目先ではなく未来を考えて書いていただけたらなと思いました。 

 

委員  

 私は日野にもう 20年ぐらい住んでいると思います。私は NPOインクルージョンセンタ

ー東京オレンヂという団体を主催してまして、日野市からも住宅相談の委託業務を受託

している団体でもあるんですけども、13 自治体ぐらいから生活困窮者自立支援法の委託

なども受けていて、日野市は自治体の能力というか、取り組み、政策、特に子ども関係は

すごい優れてると思うんです。そういったことが子どもの権利条例の中でも、社協さんの

ハートフルプロジェクトにはうちの子どもたちも本当にすごい良い影響受けてるし、私

達のフィールドでいう生活困窮者自立支援法の学習支援のほっともという、夕食が提供

されて、帰りの送迎も自動車で受託団体がそれぞれ送りをしていて、そんなことを 4ヶ所

もやっているんですね、たしか社会法人さんが 1 か所ずつ受託されていると思うんです

けど、そんなことやってる自治体はないんですよね、それはまさに子どもの権利で、育つ

権利であるとか、参加する権利であるとかで、すごく素晴らしいと思うし、私の子ども達

が通っている小学校でも、うちは子どもが学校を苦手でなかなか参加できなかったとこ

ろを本当に励まし続けてくれたし、中学校でも先生が毎週家に来てくれて感謝していま

す。だからすごい良い自治体じゃないかなと思っています。なのでそういったことももっ

と書いたらいいんじゃないかと思いました。人口も増えていますし、待機児童も激減させ

たと思うので、もしかしたら遠方の保育園しか空いてないところもあるのかもしれない

ですけど、積極的に新しい建物、みらいくも建てたし、人員もすごい沢山配置してます。

それは他の自治体より子ども関連に予算をかけている証左だと思います。ケースワーク

の内容であるとかも非常に熱心です。平成 20年のまだ権利条例がない自治体も周辺に多
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数ある中で平成 20年から制定したっていうその先進自治体の立場でもある日野市が、事

務局の今の課長時代にやりうる範囲内のことしか書いてないし、議論の俎上に乗せない

まま 2 年間過ごしちゃったような気がしちゃうんですよね。もったいないんじゃないか

なって思っちゃいました、パネル展やりますとか、広報しますとか、そういうテクニカル

な話ばっかりじゃなくて、日野ってもっとすごい熱いこともやってるし、他市に誇れるこ

とたくさんあると思うので、それは、この権利条例が早くからできてそれに基づいて、社

協さんとか、受託団体を含めて、学校の先生方とかも含めて作り上げてきてるんだみたい

のが、せっかくやってるんですし、そういうのを子育て課長のラインの中にいる人たちが、

日々やりうることの中でしか俎上に出さないから、私達も広報活動のあり方だとか、そん

なことの回答しかないから、2年間話し合った結果が非常に貧弱なんじゃないかなと正直

思ってしまう、もったいないんじゃないかと思いましたね、もうちょっと広い視点で、別

に子育て課長の課の中のことじゃなくても書くべきなんじゃないかな、そこら辺の縦割

り化が強すぎちゃって、福祉政策課がやってる子どもオンブズパーソンの広報活動も何

か子育て課長の部署で広報するから、書ききれないんじゃないですか、もっとこう戦う姿

勢でやるとかというのを、福祉政策課の方に書かせた方がいいんじゃないかなと思いま

す。 

 

委員  

 答申案前文の下から 4 行目のところに、日野市子ども条例の理念や子どもの権利保障

及び擁護は普遍的なものであります、という記述があります。これは意見として申し上げ

ますが、私は、日野市子ども条例の理念や、という文言は削除するべきであると考えてい

ます。というのは、この書き方であると、日野市子ども条例の理念と、子どもの権利保障

及び擁護が、並び立って普遍的なものであるかのように読める。しかし、普遍的であるの

は子どもの権利保障及び擁護であって、日野市子ども条例はそれを日野市という基礎自

治体において実現させるための条例である、と私は理解しています。普遍的であるのは子

どもの権利保障及び擁護です。日野市子ども条例は、前文の文言を借りれば、児童憲章と

児童の権利に関する条約の理念に基づき制定した、と書かれています。しかし、子ども条

例第 8 条には子どもの責務という条文があり、子どもはこういうことを守らなければな

らない、このような役割を果たさなければならない、ということが書かれています。私は

この委員を務める前に子ども・子育て支援会議の委員を務めておりましたけれども、その

ときに当時の子育て課の課長の方から、この条例の制定過程の議論について伺う機会が

ありました。記憶の限りでお話しますが、当時は子どもの権利は良いものだという意見が

ある一方で、子どもの権利を認めたら、子どもがわがままになるという見方もある、いろ

んな見方がある中で、この条文を加えるというところに落ち着いた、と当時はお聞きしま

した。しかし、この答申書には、子どもは権利の主体であり、義務を果たさなければ権利

を保障されないといった誤解が生むことがないように啓発をしていきたい、と書かれて
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います。しかし、以前この会議の資料としていただいた、子ども条例のリーフレットでは、

のっちが説明してくれてるわけですが、条例って知ってる？みんなが守るルールのこと

だよ。ここを見ると、日野市子ども条例というのは、日野の子どもが守るルールである、

と読めてもおかしくない。このように、子どもの責務に関する記述がいくつかの公的文書

の中でも揺れている。このような状態で、日野市子ども条例の理念が普遍的なものである

とはとても言えない、と私は思います。 

 日野市子ども条例の第 3 条 4 項には、子どもはあらゆる暴力や精神的な苦痛その他不

当な扱いなどを受けることなく人としての尊厳が守らなければならない、と書かれてい

ます。ただ、これがあらゆる場所で無いかというと、まだそうは言えないと思います。そ

れは例えば学校であれ、家庭であれ、そして私が関わっている民間教育事業者も例外では

ないと思います。逆に、子どもがこうした苦痛を受けない、子どもが当然の権利を当たり

前に享受できる、そうなった状態で初めて日野市はその理念が普遍的であると言えるの

ではないでしょうか。委員から、学校はもうできることをいろいろと多くやっているんだ、

というご意見がありました、そして今別の委員からも、行政ができることをもっとあるん

じゃないか、という意見がありました。この 2年間この委員会はこの条例の普及啓発とい

うことを目的に活動してまいりましたけれども、日々子どもがその命と生活を生きてい

る、そして残念ながら、そうして暴力や精神的な苦痛を受けてしまうこともある、そうし

た切迫感を持って、この子どもの権利という分野には取り組んでいくべきなのではない

かと思います。そうしたことに取り組めたときに初めて日野市は、その子ども条例の理念

が普遍的なものであると胸を張って言えるのではないでしょうか。 

 

委員  

 皆さんありがとうございました。今皆さんからいろいろと意見と感想も含めて、あるい

はこの答申書の中身だけではなく、この委員会に関わってきたっていう部分でですね、い

ろいろとお聞かせいただきました。私自身、今回は周知啓発ということで、周知啓発とい

うのは、やはりそこには継続性は必ず含まれるかなと思います。内容についても内容を伝

える、例えば子ども条例もそうですけど、これもまた変化してくるところもありますので、

内容が変化すれば、周知啓発はまたしていくこともあるし、あるいは対象の相手が子ども

なり、大人になりに変わっていけばというところで、子どもたちもだんだん大人になって

いく段階で伝えていくということもありますし、まずは周知啓発というところで、こうい

うような議論をしてきたというこの 2 年間、これを私達がまた声に出して言っていくこ

とも周知啓発になるでしょうし、まだまだ議論、審議しなきゃいけないことは山ほどある

かと思います。私の個人的意見としては、こんだけ 2年間、回数は限られてますけれども

非常に集中して、熱中してというか、情熱を持って審議ができたというところで、また同

じメンバーで何か顔合わせて、できればとか、あるいはいろいろと周知啓発という行動が

できればなというふうには思っております。 
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 それではですね、いただいたご意見、先ほどの議論も含めてですね、答申についてはそ

れを盛り込む形で事務局にまた整理していただいて、また見る機会もあろうかと思いま

すけどもそこでご意見をというふうに思っております。ありがとうございました。 

 それではですね、ただいまの意見を踏まえた答申の今後のスケジュールですね、これに

ついて事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局  

 皆さんご意見をいただきまして大変ありがとうございました。いただいたご意見を踏

まえまして答申案の修正をさせていただきます。修正が完了いたしましたら答申案を各

委員あてにメールでお送りをさせていただきたいと思います。内容を再度ご確認いただ

きまして、皆様のご異議がなければ最終的な確認については委員長にご一任いただくと

いうことにさせていただきたいんですけども皆様よろしいでしょうか。 

 

（委員からの異議無し） 

 

 ありがとうございます。なるべく早く答申案を修正させていただきまして、またご案内

をさせていただきたいというふうに思ってございます。ありがとうございます、よろしく

お願いいたします。 

 

委員長  

 ありがとうございました。それでは最後にその他となりますが何かございますでしょ

うか。 

 

事務局  

 事務局から 1点ございます。先ほど委員長からも少しお話ございましたけれども、当委

員会の委員の任期についてお話をさせていただきます。委員任期につきましては、日野市

子ども条例第 22条第 4項に 2年との規定がございまして、現在の委員の皆様は今年度で

任期が終了という形なりますが、答申案のうち、子どもの権利侵害に対する相談救済制度

については、議論にも出ました通り、今後も継続した検証が必要だというふうに事務局と

しては考えております。事務局といたしましては現在の委員の皆様にぜひ委員の再任を

というふうに考えてございます。改めて再任についてのご承諾ご推薦の依頼はさせてい

ただこうと思っておりますが、現時点で皆様の再任についてのご意見等ございましたら

いただければと思います。団体の推薦ということもあるかと思うので、今すぐご回答いた

だけないということは重々承知しておりますがいかがでしょうか。 

 

委員  
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 再任いただけるのは大変ありがたいんですが、できれば新しい風も入れた方が、あの議

論がより発展するかと思いますので、そのあたり御検討いただければと思います。 

 

事務局  

 ありがとうございます。他に何かご意見ございますでしょうか。 

 

（委員からの異議無し） 

 

 ありがとうございます。改めて後日ご連絡をさせていただこうと思いますので、その際

は何卒よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 

委員  

 委員の再任につきましては特に異存はないのですが、先ほど答申案のご意見の中で、ち

ょっと言い忘れてしまったところがあるのですけれども、他の委員からのお話にもあり

ましたとおり、やはり学校との関連ですとか、学校を通してというところでの相談救済体

制についてのお話っていうところも、今後より議論を進めていきたいというふうに私の

方では思っております。行政の仕組みの中で、どうしても壁を超えるというのはなかなか

難しいところはあるかと思いますが、今回のこの日野市子ども条例委員の中でも、やはり

子どもを取り巻く環境の中で、子育て課だけでというところでなかなか難しいところも

いろいろ見えてきたと思っておりますので、ぜひこの場に事務局としてでも構いません

が教育部の方からも人員を配置していただけたらいいかなというふうに思っております。

今回、この委員会の中で、子ども達が学校で使っている 1人 1台という、国の方針で決ま

ったタブレット端末の中に、もう子どもなんでも相談ですとか、日野市子ども条例の方に

繋がるような仕組みを作っていただいたところは、本当に私の中では稀有なことだと思

っておりますので、もっと踏み込んで、ぜひこの場に教育部の方も加えていただいて、も

っともっと子どもの権利、子どもの相談救済体制について、日野市の中の行政の中での部

間を越えたのところでのご意見がいろいろ出てくるといいなというふうに思っておりま

すので、ご検討いただければと思います。 

 

委員長  

 他にございますでしょうか。それでは以上で本日の議題は全て終了しました。では最後

に事務局から事務連絡をお願いします。 

 

事務局  

 令和 8 年度の子ども条例委員会につきましては先ほどもお話をさせていただいたとお

り現委員の皆様の再任を改めてご依頼をさせていただこうと思ってございます。年間で
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ですね、3回程度の開催を予定しておりますが、詳細は決まり次第お知らせさせていただ

きますので何卒よろしくお願いいたします。 

 

委員長  

 ありがとうございました。以上をもちまして本日あるいは本年度の委員会を終了いた

します、大変お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 


